
　点検業務　　　業務価格 1 式

　消費税相当額 10%

委　託　業　務　内　容　等　指　示　書　案

委
託
番
号

7－ 50 

委
託
業
務
名

　消防用設備等(南部及び西部)及び発電機地下タンク点検業務委託

　履 行 場 所 　岡山市東区寺山650（岡山浄水場）　ほか9箇所

　仕　　　　様 　消防用設備等(南部及び西部)及び発電機地下タンク点検業務委託　特記仕様書　　による

種　　　　　　　別 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　　　要

　合　　計

　委託内容規模等
　　・消防法第１７条の３の３に基づく、消防用設備等の定期点検。　（機器点検、機器点検及び総合点検）
　　・消防法第１４条の３の２に基づく、地下タンクの定期点検。(地下タンク及び配管の漏洩試験)
　　・建築基準法第８条に基づく、建築設備(内:防火設備)が適法状態で維持されていることの確認点検


